
☎＝電話番号　℻＝ファックス番号　 ＝電子メール  申 ＝申し込み先  問＝問い合わせ先

　「AIDS（エイズ）」とは、「HIV」というウイルスに
感染して免疫力が低下し、様々な疾患を発症した状態
をいいます。
　日本では、1日に約３人、滋賀県でも年間約１０人
の新規HIV感染・エイズ患者が報告されています。
　また、滋賀県では約4人に1人がHIV感染発覚時に
既にエイズを発症しており、極めて深刻な状況にあり
ます。HIVは感染しても自覚症状が現れません。本人
がHIV感染に気づかず適切な対応をしないと、他人に
HIVを感染させてしまう可能性があります。それを防
ぐためにはまず、HIV感染の早期発見が重要です。
　「自分には関係ない」と思わないで、愛する人を守
るためにも、少しでも気になる方は、HIV検査を受け
ましょう。

　　HIV検査（匿名・要予約）　　
日　　時：毎月第1・3火曜日 
　　　　　14時00分から15時20分
　　　　　※ 12月19日（火）のみ9時20分か

ら14時30分まで検査を実施
場　　所：滋賀県彦根保健所
　　　　　（彦根市和田町41）
費　　用：無料
検査項目：HIV、梅毒、肝炎ウイルス（B型、C型）
　　　　　※検査結果は即日お伝えしています

問 彦根保健所　☎0749ー21ー0283　FAX0749ー26ー7540

　固定資産税は、毎年 1月 1日（「賦課期日」といい
ます。）に土地、家屋、償却資産（これらを総称して
「固定資産」といいます。）を所有されている人に課税
されます。
　所有されている家屋（住宅や物置、店舗等）の全部
または一部を、令和５年 12 月 31 日までに取り壊さ
れた人は、「建物取り壊しの届」を令和６年１月 31
日（水）までに役場税務課あてに提出してください。

　この届を提出されないと、取り壊された家屋が課税
台帳から削除されずに課税が続くことになりますので
必ず届け出をお願いします。
　なお、取り壊された家屋が登記されている場合は、
法務局で滅失登記の手続きが必要です。
　その他、未登記の家屋を相続や売買した場合は、「未
登記家屋所有者変更届」の提出が必要となりますので
届け出をお願いします。

問 税務課（愛知川庁舎）　☎0749ー42ー7690
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日 曜日 一　般　行　事 時　　間 場　　所

2 土 開館 23 周年記念　びんてまり展
　12/2 ～ 17（最終日は 15 時まで） 10：00～18：00 びんてまりの館

4 月
おひざでだっこのおはなしかい 10：30～11：00 秦荘図書館

CAF.N びわこ展　12/4 ～ 28 るーぶる愛知川

8 金 古文書をよむ会 14：00～15：00 愛知川図書館

10 日

おひざでだっこのおはなしかい 11：00～11：30 愛知川図書館

水争いと縁起絵巻 - 矢取地蔵縁起絵巻　展示解説
11：00～11：30

歴史文化博物館
14：00～14：30

16 土

オリジナルしおりをつくろう 10：00～18：00 秦荘図書館

クリスマスおはなしかい 10：30～11：30 秦荘図書館

第 5 回ハーティー講談会 14：00～ ハーティーセンター秦荘

17 日

オリジナルしおりをつくろう 10：00～18：00 秦荘図書館

古文書をよむ会 10：30～11：30 愛知川図書館
水争いと縁起絵巻 - 矢取地蔵縁起絵巻

　最終日（10/25 ～ 12/17） 10：00～17：00 歴史文化博物館

愛知川ふれあい本陣　フリーマーケット 10：00～15：00 愛知川ふれあい本陣

19 火 あたまいきいき音読教室
10：30～

秦荘図書館
13：30～

23 土 愛知川図書館　おはなし会 13：30～ 愛知川図書館

24 日 湖東三山館あいしょう　あいしょう朝市 9：00～12：00 湖東三山館

12月3日から9日は「障害者週間」です!!12月3日から9日は「障害者週間」です!!
　障害者基本法では毎年 12月 3日から 12月 9までの期間を「障害者週間」と
定めています。
　国民一人ひとりが、広く障がいのある人の福祉について関心と理解を深めると
ともに、障がいのある人が社会、経済、文化そしてその他のあらゆる分野の活動
に積極的に参加することを目的として設けられた週間です。
　この期間を中心に、国、地方公共団体および関係団体等において、様々な意識啓発に係る活動や取組が展開
されています。「障害者週間」の関連行事については、内閣府で取りまとめて公表されています。
　この機会に「共生社会（障がいの有無に関わらず誰もが人格と個性を尊重し支えあう社会）」の実現に向けて、
普段の生活の中で自ら実施できる配慮や工夫について考え、取り組んでみましょう。

問 福祉課 (愛知川庁舎)　☎0749ー42ー7691

　愛荘町では、公式フェイスブックページを
開設しています。
　ぜひご覧いただき、「いいね！」の登録をお
願いします。

Facebookに
登録されている皆さんへ
ページ名 ： 愛荘町（あしょうさん紀行）

いいね！ ←クリック!!

家屋を取り壊された場合は家屋を取り壊された場合は
届を提出してください届を提出してください

税金の納め忘れは税金の納め忘れは
ありませんか？ありませんか？

　皆様から納めていただく県税や市町税は、福祉、教育など住民
の方々への身近な行政サービスに使われる大切な財源です。
　県と市町では、12 月を「ストップ滞納 !! 強化月間」として、
税の公平な負担の観点から、一斉に滞納整理を強化します。
　未納のまま放置されますと、預貯金・給与等の差押えや自宅な
どの捜索を行うことがあります。もう一度、納め忘れがないかお
確かめください。

　県と県内市町では、公平な税負担と税収の確保を図る
ため、「滋賀県地方税務協議会」を設置し、連携・協働し
て県税と市町税の滞納整理を推進しています！

問 【県税】滋賀県東北部県税事務所
　　　　　湖東納税課　 　　　☎0749ー27ー2206
　 【町税】税務課（湖東分室）　 ☎0749ー47ー5710
　　　　　税務課（愛知川庁舎）☎0749ー42ー7690

広報あいしょうは町ホームページでもご覧いただけます。　https://www.town.aisho.shiga.jp/

DV相談ナビダイヤル

＃8008
最寄りのDV相談支援センターへ
連絡できます。

ひとりじゃない。
安心して相談ください。

緊急・危険を感じたら
迷わず警察（110番）へ

12月1日は「世界エイズデー」です
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